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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スピーカーハウジング内での使用又は音響デバイス内に組み込むのに適した、可動式ス
ピーカー要素と共に使用される音抑制ダクトであって、
　前記音抑制ダクトは、少なくとも１つの渦チャンバを組み込んでおり、前記渦チャンバ
は、周辺で第１のチャネル及び第２のチャネルと連通された略円形のキャビティであり、
前記渦チャンバ、前記第１のチャネル及び前記第２のチャネルは、前記ダクトの一部であ
り、前記ダクト内の如何なる空気流も前記渦チャンバ内で空気の貫流を妨げる渦を形成し
、これにより、ダクトを通って伝播する音波を吸収して音波を抑制するように構成される
ことを特徴とする音抑制ダクト。
【請求項２】
　少なくとも２つの渦チャンバを直列に組み込む、請求項１に記載の音抑制ダクト。
【請求項３】
　直列状態の前記渦チャンバは、連続した渦が相対する方向であるように配置される、請
求項２に記載の音抑制ダクト。
【請求項４】
　並列に配置された、多数の請求項１に記載の音抑制ダクトを定める音抑制モジュール。
【請求項５】
　可動式スピーカー要素と共に使用され、可動式スピーカー要素を配置するためのアパー
チャと、外部と連通するポートとを備えたエンクロージャを定める音響デバイスであって
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、前記音響デバイスは、前記ポートからの音波を抑制するために請求項１に記載の少なく
とも１つの音抑制ダクトを含む、音響デバイス。
【請求項６】
　前記音抑制ダクト又は前記音抑制ダクトの各々は、少なくとも２つの渦チャンバを直列
に組み込む、請求項５に記載の音響デバイス。
【請求項７】
　直列状態の前記渦チャンバは、連続した渦が相対する方向であるように配置される、請
求項６に記載の音響デバイス。
【請求項８】
　何らかの空気流に対して並列に配置された複数の音抑制ダクトを備える、請求項５に記
載の音響デバイス。
【請求項９】
　積層構造である、請求項５～請求項８のいずれかに記載の音響デバイス。
【請求項１０】
　圧縮力の下で結合される複数の層を備える、請求項９に記載の音響デバイス。
【請求項１１】
　可動式スピーカー要素のハウジングである、請求項５～１０のいずれかに記載の音響デ
バイス。
【請求項１２】
　音響ドライバのフレームである、請求項５～請求項１０のいずれかに記載の音響デバイ
ス。
【請求項１３】
　可動式スピーカー要素と組み合わせた、請求項１２に記載の音響デバイスを備えるドラ
イバ。
【請求項１４】
　可動式スピーカー要素と組み合わせた、請求項１１に記載のハウジングを備えるスピー
カー。
【請求項１５】
　請求項１３に記載のドライバを組み込んだ請求項１４に記載のスピーカー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スピーカー、スピーカー用ドライバ、又はスピーカー用ハウジングなどの音
響デバイスに関し、本発明は、当該デバイスの音抑制ダクトに関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常、スピーカーは、音を生成するために振動するスピーカードライバと、スピーカー
ドライバが取り付けられるスピーカーエンクロージャ又はハウジングとを含む。スピーカ
ーエンクロージャの形状、材料、及び構造は、スピーカードライバのスピーカーエンクロ
ージャへの取り付け方法とともに、スピーカーから出力される音質に強い影響を与える。
【０００３】
　特定の問題として、ドライバは、前後に揺動する際に音波をドライバの後側の空気中、
並びにスピーカーの外側の空気中に作り出す。ドライバの後側の音波は、エンクロージャ
が実質的剛性で音波が出ることができる開口又はポートを備えていない場合にはエンクロ
ージャ内に閉じ込められる場合がある。しかしながら、この密閉空間がドライバの後側に
あると、ドライバの後側の空気中の圧力変動によって、ドライバの動きが妨げられて音が
歪む可能性があるが、この問題は、十分に大きな密閉空間をもつことで最小限に抑えるこ
とができる。代替的に、ドライバの後側の空間に音波が出ることができる開口又はポート
を設けた場合には、圧力変動に起因する問題は回避されるが、今度は、ドライバの前側に
生成された音波とポートを通って出てくるドライバの後側で生成される音波との干渉があ
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る場合がある。この問題は、特に、ドライバのサイズに起因して、低周波数を生成するス
ピーカーにとって重要であり、このようなポートは「バスレフポート」と呼ばれる場合が
ある。スピーカーポートのいくつかの異なるデザインが開発されており、例えば、米国特
許第４，６５０，０３１号明細書（Ｙａｍａｍｏｔｏ／ボーズ社）及び米国特許第６，２
７５，５９７号明細書（Ｒｏｏｚｅｎ他／フィリップス社）に説明されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第４，６５０，０３１号明細書
【特許文献２】米国特許第６，２７５，５９７号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　第１の態様によれば、可動式スピーカー要素と共に使用される音響デバイスが提供され
、音響デバイスは、可動式スピーカー要素を配置するためのアパーチャと、外部と連通す
るポートとを有するエンクロージャを定め、音響デバイスは、ダクトを通って伝播する音
波を吸収して、ポートからの音波を抑制するために少なくとも１つの渦チャンバを組み込
んだ少なくとも１つの音抑制ダクトを含む。
【０００６】
　このような音響デバイスは、当該音抑制ダクトの各々に直列に少なくとも２つの渦チャ
ンバを組み込むことができる。この関連で、直列状態の渦チャンバは、連続した渦が相対
する方向であるように配置することができる。
【０００７】
　第２の態様では、本発明は、このような音響デバイスで使用される音抑制ダクトを提供
する。従って、このような音抑制ダクトは、少なくとも２つの渦チャンバを直列に含むこ
とができ、この場合、渦チャンバは、連続した渦が相対する方向であるように配置するこ
とができる。
【０００８】
　このような音響デバイスは、積層構造とすることができる。例えば、音響デバイスは、
圧縮力下で結合される複数の層を含むことができる。複数の層は、個々の層よりも大きな
スチフネス及び剛性を有する端板の間に圧縮下で保持することができる。同様に、このよ
うな音抑制ダクトは、随意的に積層構造とすることができる。
【０００９】
　音響デバイスは、可動式スピーカー要素のハウジングとすることができる。もしくは、
音響デバイスは、音響ドライバのフレームとすることができる。従って、本発明は、可動
式スピーカー要素と組み合わせたフレームである音響デバイスを備えるドライバを提供す
る。同様に、本発明は、可動式スピーカー要素と組み合わせたハウジングである音響デバ
イスを含むスピーカーを提供することができる。また、スピーカーは、本発明のドライバ
を含むことができる。
【００１０】
　別の態様では、可動式スピーカー要素のハウジングとしての使用に適するハウジングが
提供され、ハウジングは、可動式スピーカー要素のアパーチャと、ハウジングの外部と連
通するポートとを有するエンクロージャを定め、ハウジングは、ダクトを通って伝播する
音波を吸収して、ポートからの音波を抑制するために少なくとも１つの渦チャンバを組み
込んだ少なくとも１つの音抑制ダクトを含む。
【００１１】
　本発明の別の態様によれば、可動式スピーカー要素のアパーチャを有するエンクロージ
ャを定めるハウジングと、アパーチャを通って音を放出するように取り付けられた可動式
スピーカー要素とを含むスピーカーが提供され、ハウジングは、可動式スピーカー要素の
後側の空間とハウジングの外側との間を連通するポートを定め、ハウジングは、ダクトを
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通って伝播する音波を吸収して、ポートからの音波を抑制するために少なくとも１つの渦
チャンバを組み込んだ少なくとも１つの音抑制ダクトを含む。
【００１２】
　動作時、可動式スピーカー要素は動くように構成されるので、空気が移動して音波を作
り出すようになっている。可動式スピーカー要素は、典型的には電気アクチュエータに関
連して、フレーム内に取り付けられることになり、可動式スピーカー要素、電気アクチュ
エータ、及びフレームは、一緒になってスピーカードライバを構成するようになっている
。
【００１３】
　１つの選択肢として、可動式スピーカー要素の後面は、密閉チャンバ内に密閉すること
ができ、少なくとも１つの出口は密閉チャンバの外部と連通し、各出口は、少なくとも１
つの渦チャンバを組み込んだ当該音抑制ダクトを組み込む。このような密閉チャンバは、
可動式スピーカー要素が取り付けられるフレームによって定めることができる。
【００１４】
　代替的に又は追加的に、少なくとも１つの音抑制ダクトは、ハウジングの外部と連通す
る。この場合、音抑制ダクトは、ポートの少なくとも一部を構成することができる。
【００１５】
　いずれの場合でも、各音抑制ダクトは、直列に配置された複数の渦チャンバを定めるこ
とができる。渦チャンバが直列に配置される場合、渦チャンバは、渦方向が１つの渦チャ
ンバと次のチャンバと間で逆転するように設けることができる。
【００１６】
　一実施形態では、ハウジングには、ハウジングの外部と連通する単一の当該音抑制ダク
トが設けられ、別の実施形態では、ハウジングには、ハウジングの外部と連通する複数の
当該音抑制ダクトが設けられる。
【００１７】
　本発明の音抑制ダクトは、任意のサイズのスピーカーに適用可能であること理解された
い。少なくとも１つの当該音抑制ダクトを使用すると、スピーカードライバの後側の空間
がポートを介して通気されるので従来の容積要件に従う必要はないので、全体容積がより
小さなハウジングを使用することが可能になる。
【００１８】
　可動式スピーカー要素の後面が密閉チャンバ内に密閉され、少なくとも１つの出口が密
閉チャンバの外部と連通し、各出口が少なくとも１つの渦チャンバを組み込んだ当該音抑
制ダクトを組み込む実施形態では、音抑制ダクトは、密閉チャンバを定める構造体内に形
成することができ、代替的に、音抑制ダクトは、密閉チャンバを定める構造体から突出す
ることができ、又は、音抑制ダクトが密閉チャンバの内部と外部との間を連通する限り、
密閉チャンバを定める構造体とは別個とすることができる。
【００１９】
　密閉チャンバは、フレームによって定めることができる。フレームは、積層構造であっ
て、圧縮力下で結合される複数の層を含むことができる。例えば、円筒形チャンバは、全
てのアパーチャがチャンバを形成するために位置合わせするように、各々が円形アパーチ
ャを定める、結合された複数のシート又は薄板で形成することができ、シートは、様々な
形状、例えば、正方形又は矩形とすることができる。
【００２０】
　同様に、ハウジングは、積層構造であって、圧縮力下で結合される複数の層を含むこと
ができる。例えば、矩形ハウジングは、結合された複数の矩形シート又は積層体で形成す
ることができ、シート又は積層体の少なくとも一部は、スピーカードライバを収容する凹
部を形成するアパーチャを定める。
【００２１】
　フレーム又はハウジングが積層構造である場合、フレーム又はハウジングの壁を定める
ために結合される２～１００枚、又はそれ以上、典型的には５～３０枚の当該シート又は
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積層体とすることができる。シート又は積層体の数は、各シートの厚さ、及び密閉チャン
バ又はハウジングの所望の厚さによって決まる。また、積層体は、該積層体を組み立てる
と音抑制ダクト又は各音抑制ダクトを形成するカットアウト部を定めることができる。
【００２２】
　圧縮力を積層フレーム又はハウジングに付加すると、フレーム又はハウジングの剛性を
高くすることができ、結果的に、フレーム又はハウジングの振動振幅が低減する。さらに
、堅いフレーム又はハウジングは、高い共振周波数を有することができ、可動式スピーカ
ー要素が動作する周波数での共振が低減又は排除される。従って、フレーム又はハウジン
グは、積層構造である場合、例えば、堅く剛性がある端板の間にボルトを使用して圧縮下
で固定することが好ましい。圧縮力は、側壁の剛性又はスティフネスを高くする。圧縮力
の更なる利点は、別個の要素が個々に動く又は共振するのを防止することである。全体的
な結果として、フレーム又はハウジング全体が単一の要素として共振する。圧縮力は、可
動式スピーカー要素の移動方向に平行な方向に付加することができる。
【００２３】
　圧縮力は、側壁の全てが実質的に均一な圧縮下であり均一に剛性があるように付加する
必要があり、また、内壁又はバッフル板が存在する場合、内壁又はバッフル板は、同様に
実質的に均一な圧縮を受ける必要がある。従って、例えば、圧縮部材（ボルトなど）は、
側壁並びに何らかの内壁又はバッフル板のあらゆる場所で十分に接近する必要があり、隣
接する圧縮部材の間にある部分は十分な圧縮力を受けたままとなる。シート又は積層体は
、木、合板、チップボード、中密度ファイバーボード（ＭＤＦ）、又はプラスチックとい
った、特に剛性でない材料で作ることができる。圧縮部材は、壁の材料よりも剛性の高い
材料で作られた力拡散板に作用することが好ましく、力拡散板は、隣接する圧縮部材の間
にある壁部分の実質的に均一な圧縮を実現するために、剛性が十分に高くかつ十分に大き
い必要がある。例えば、力拡散板は、１又はそれ以上の個別の圧縮部材からの力を拡散す
る個別の板とすることができる。例えば、力拡散板は、ワッシャとすることができる。も
しくは、力拡散板は、フレーム又はハウジングの端部全体を覆う端板とすることができる
（端板は開口を定めることができる）。一実施例では、力拡散板は、各圧縮ボルトに１つ
の直径３０ｍｍ、厚さ１又は２ｍｍの鋼製ワッシャとすることができ、別の実施例では、
力拡散板は、例えば、鋼、黄銅、亜鉛、又はアルミニウムなどの金属製で、少なくとも２
．５ｍｍ厚、場合によっては５又は１０ｍｍ厚の端板とすることができる。寸法は、フレ
ーム又はスピーカーハウジングのサイズに左右される。ワッシャ又は類似の個別の力拡散
板を使用する場合、力拡散板は、隣接する力拡散板との間に結果的に生じる何らかの間隙
が、隣接する圧縮部材の間の距離の２０％を超えない、好ましくは、１０％を超えないよ
うに十分な大きさにする必要がある。
【００２４】
　スピーカーは、主として、可聴音、即ち、約２０Ｈｚ～約１８ｋＨｚとすることができ
る正常聴力を有する者に聞こえる周波数範囲の音を発生することを目的とすることを理解
されたい。それにもかかわらず、状況によっては、スピーカーは、例えば、１５Ｈｚ又は
１０Ｈｚの超低周波音を発生すること、及び２０ｋＨｚ又はそれ以上の超音波周波数を発
生することが必要とされる場合がある。本発明のスピーカーは、可聴範囲並びに可聴範囲
より高い及び低い周波数において十分な性能を発揮することが期待できる。
【００２５】
　本発明の実施形態は、以下に例示的に添付図面を参照して説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】組み立て中のスピーカーハウジングの側面図を示す第１の実施形態によるスピー
カーの概略図である。
【図２】図１の矢印２の方向の図１のスピーカーの前板の平面図である。
【図３】図１の矢印３の方向の図１のスピーカーの後板の平面図である。
【図４】図１の線４―４の図に相当する図１のスピーカーのシートの１つの平面図である
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。
【図５】図１のスピーカーの変更例であるスピーカーを形成するシートの平面図である。
【図６】図５のスピーカーの前板の平面図である。
【図７】図５のスピーカーの後板の平面図である。
【図８】第１の実施形態の音響ドライバの断面図である。
【図９】図８の線９―９上の図である。
【図１０】図９の図に対応する代替案を示す図である。
【図１１】図８の音響ドライバの第１の変更例の断面図である。
【図１２】図８の音響ドライバの第２の変更例の断面図である。
【図１３】板で構成される実施形態における図８の音響ドライバの一部の詳細な断面図で
ある。
【図１４】図１３の構造体で使用することができる板の平面図である。
【図１５ａ】別のスピーカーの断面図である。
【図１５ｂ】図１５ａの矢印Ｂの方向の側面図である。
【図１５ｃ】線Ｃ－Ｃ上の図に対応する図１５ａのスピーカーの構成部品の平面図である
。
【図１６ａ】スピーカーハウジングの積層壁部を形成する内層シートの平面図である。
【図１６ｂ】図１６ａの内層シートの内面の平面図である。
【図１６ｃ】図１６ａの積層壁部の外層シートの外面の平面図である。
【図１７ａ】音抑制モジュールの側面図である。
【図１７ｂ】線Ｄ－Ｄ上の図に対応する図１７ａのモジュール内の環状板の平面図である
。
【図１７ｃ】図１７ａのモジュールの円形端板の平面図である。
【図１８】ヘッドホンの側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　図１を参照すると、スピーカーを製作する方法を概略的に示す。この第１の実施形態に
より、複数の層３２を含むスピーカー１０が提供される。各層３２は実質的に平坦であり
、シート又は薄板と説明することができる。この層は、任意の好都合な中実材料、例えば
、金属、木、中密度繊維板（ＭＤＦ）等の木系材料、合板、又はプラスチック又は紙とす
ることができる。一実施例では、各層３２はＭＤＦ製である。別の実施例では、各層３２
は、プラスチック、例えば、アクリロニトリルブタジエンスチレン樹脂スチレン（ＡＢＳ
）、ポリアミド（ＰＡ）、又はポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）等のエンジニア
リングプラスチック製である。
【００２８】
　図４に示すように、各層３２には開口部３４が設けられており、スピーカードライバ３
５を取り付けることができりキャビティを定めるようになっている。また、各層３２には
、ボルト３８を受け入れる孔３６が設けられている。（ボルト３８は、図１に概略的に示
されており、縮尺通りではなくて、３つのボルトのみが示されている）。
【００２９】
　スピーカー１０は、前板４０と後板４２とを有する。前板４０及び後板４２は、層３２
よりも剛性があり、本実施形態ではより厚く、より剛性の高い材料で作られている。例え
ば、この板は、２０ｍｍ厚のアルミニウム板とすることができる。層３２と同様に、前板
40及び後板４２は、ボルト３８の孔４３を有する。従って、スピーカー１０は、層３２の
積層体を前板４０と後板４２との間に形成し、ボルト３８を挿入し、ナット３９を各ボル
ト３８に取り付けて、スピーカー１０の積層壁が圧縮されるように全てのボルト３８を締
め付けることによって組み立てる。
【００３０】
　組み立て時、ボルト３８を締め付ける際に、側壁を軽く叩くと、結果的に得られるノイ
ズの音質は、鈍いノック音から甲高い音色に変わることになるので、適切な圧縮力が得ら
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れたことを明瞭に示す。所要の圧縮力の大きさは、層３２の材料、ハウジングの深さ（端
板４０と４２との間）、及び開口部３４によって定められる結果的に得られたキャビティ
の側壁の厚さに左右される。圧縮力は、従来のボルト３８の締め付けのみによって得られ
る圧縮力よりも非常に大きい。
【００３１】
　図２に示すように、前板４０は、スピーカードライバ３５が取り付けられる開口４４を
定める。また、前板４０は、２つの円形ポート４５を定める。
【００３２】
　次に図３を参照すると、後板４２は、スピーカードライバ３５の後側に正方形のアクセ
スポートを備え、このアクセスポートは、スピーカードライバ３５との電気接続部４７を
備えた覆い板４６で密閉される。また、後板４２は、前板４０を貫通する円形ポート４５
と位置合わせされた２つの円形ポート４８を定める。
【００３３】
　次に図４を参照すると、各層３２は、開口部３４（図示のように左側に向かう）だけで
なく、円形ポート４５及び４８と位置合わせする２つの円形開口部５０（図示のように右
側に向かう）も定める。各層３２内で、開口部３４は、２つの連続した円形アパーチャ５
２及び５３を通って開口部５０と連通する。開口部３４は、狭いスロット５４を通って円
形アパーチャ５２と連通し、スロット５４は、円形アパーチャ５２と接線方向に位置合わ
せされ、円形アパーチャ５２は、狭いスロット５５を通って円形アパーチャ５３と連通し
、スロット５５は、円形アパーチャ５２及び円形アパーチャ５３と接線方向に位置合わせ
され、円形アパーチャ５３は、狭いスロット５６を通って円形開口部５０と連通し、狭い
スロット５６は、円形アパーチャ５３及び円形開口部５０と接線方向に位置合わせされる
。
【００３４】
　従って、組み立てられたスピーカー１０では、円形開口部５０は、スピーカードライバ
３５の後側で開口部３４によって定められたキャビティと連通する出口ポートをもたらす
。しかしながら、空気は、開口部３４によって定められたキャビティと、円形開口部５０
のどちらかとの間に流れる場合に、円形アパーチャ５２によって定められた円筒形チャン
バ内、円形アパーチャ５３によって定められた円筒形チャンバ内、及び円形開口部５０に
よって定められた円筒形チャンバ内に渦を発生させることになり、連続する渦は、相対す
る方向にある。これは、可聴音波の伝達を抑制する作用を及ぼす。
【００３５】
　結果的に、使用時、音波は、スピーカードライバ３５の前面から放出されるが、スピー
カードライバ３５の後面を起点とする音波は、スピーカー１０から放出されない。これに
よって、明瞭かつ正確な音響再生が可能になる。従って、スリット５４、アパーチャ５２
、スロット５５、アパーチャ５３、スロット５６、及び開口部５０は一緒になって渦チャ
ンバを含む２つの音抑制ダクトを定める。
【００３６】
　スピーカー１０は、様々な方法で変更できることを理解されたい。特に、ポート４５及
び４８は、円形開口部５０に対して異なるサイズとすることができる。例えば、ポート４
５及び４８は、円形開口部５０よりも小径とすることができる。これによってポートの各
端部に円周リップが形成されるので、円形開口部５０によって定められた円筒形ポート内
の渦の効果が大きくなる。別の変更例では、ポート４５は前板４０にあるが、ポート４８
は後板４２には存在しないか、又は代替的にポート４８は後板４２にあるが、ポート４５
は前板４０には存在しない。
【００３７】
　別の代替的な構成では、積層体の一部の各層は、狭いスロット５４を通って開口部３４
と連通する円形アパーチャ５２を定め、また、円形開口部５０を定めるが、円形アパーチ
ャ５２が円形開口部５０と連通しない。積層体の別の部分では、各層は、円形開口部５０
と接線方向に位置合わせされたスロットを通って連通する円形アパーチャ５２を定めるが
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、円形アパーチャ５２が開口部３４と連通しない。この積層体の２つの部分は、開口部３
４及び円形開口部５０を定め、円形アパーチャ５２の中央部に位置合わせされた小さな円
形アパーチャを定める層によって分離される。従って、開口部３４によって定められたキ
ャビティと開口部５０によって定められたポートとの間の何らかの空気流は、積層体の第
１の部分の円形アパーチャ５２内の渦経路を辿り、中央の小さな円形アパーチャを通って
流出し、次に、積層体の第２の部分の円形アパーチャ５２を通る経路を辿って流出して、
円形開口部５０によって定められたポート内に渦を形成するようになっている。
【００３８】
　前述のスピーカー１０は矩形形状であり、左側部分にスピーカードライバ３５を収容す
るキャビティを備え、右側部分に渦チャンバ及び出口ポートを形成する。同様のスピーカ
ーは正方形形状とすることができることを理解されたい。
【００３９】
　次に図５～図７を参照すると、スピーカー６０は、実質的に図１に示すものと同様の方
法で形成され、前板６４（図６に示す）と後板６６（図７に示す）との間に組み付けられ
た各層６２（図５に図す）の積層体から構成される。各層６２にはボルト３８用の孔６８
が形成され（図１と同様）、対応する孔６９は、前板６４及び後板６６に形成される。８
つの孔６８及び６９だけが示されているが、実際には、より多くの孔６８及び６９、従っ
てボルト３８を設けることができる。
【００４０】
　前板６４は、スピーカードライバ３５が取り付けられる中央円形アパーチャ７０を定め
（図１に示すように）、図示のように底部のコーナー部にはポート７２が形成される。後
板６６は、ポート７２と位置合わせされるポート７４を定め、さらにスピーカードライバ
３５に対する電気接続のためにソケット７５を定める。
【００４１】
　各層６２は、スピーカードライバ３５を収容するチャンバを形成する中央円形アパーチ
ャ７６を定め、各層６２は、ポート７２及び７４と位置合わせされた円形開口部７７を定
める。各層６２内では、中央円形アパーチャ７６は、（図示するように）層６２の頂部の
２つのコーナー部の近くにある２つの連続した円形アパーチャ７８及び７９を通って円形
開口部７７と連通する。中央円形アパーチャ７６は、狭いスロット８０を通って円形アパ
ーチャ７８と連通し、スロット８０は、円形アパーチャ７８と接線方向に位置合わせされ
、円形アパーチャ７８は、狭いスロット８１を通って円形アパーチャ７９と連通し、スロ
ット８１は、円形アパーチャ７８及び７９と接線方向に位置合わせされ、円形アパーチャ
７９は、狭いスロット８２を通って円形開口部７７と連通し、狭いスロット８２は、円形
アパーチャ７９及び円形の開口部７７と接線方向に位置合わせされる。
【００４２】
　組み立てた場合、スピーカー６０は、結果的に前述のスピーカー１０と実質的に同様に
動作する。円形開口部７７は、スピーカードライバ３５の後側に開口部７６によって定め
られたキャビティと連通する出口ポートをもたらす。しかしながら、空気がキャビティと
出口ポートとの間を流れる場合、円形アパーチャ７８によって定められた円筒形チャンバ
内、円形アパーチャ７９によって定められた円筒形チャンバ内、及び円形開口部７７によ
って定められた円筒形チャンバ内に渦が発生することになり、連続した渦は、相対する方
向にある。これは、可聴音波の伝達を抑制する作用を及ぼす。従って、スロット８０、８
１及び８２、アパーチャ７８及び７９、及び開口部７７は一緒になって音抑制ダクトを構
成する。
【００４３】
　結果的に、使用時、音波は、スピーカードライバ３５の前面か放出されるが、スピーカ
ードライバ３５の後面を起点とする音波は、スピーカー６０から放出されない。これによ
って、明瞭かつ正確な音響再生が可能になる。スピーカー６０は、スピーカーを最小容積
で製作する場合により適した小型デザインをもたらす。一実施例では、寸法は４２０ｍｍ
×４２０ｍｍで、厚さ１８０ｍｍであり、別の実施例では、寸法は２５０ｍｍ×２５０ｍ
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ｍで、厚さ２８０ｍｍである。
【００４４】
　本発明に従って製作されたスピーカーは、広範な様々な用途を有することになり、例え
ば、プロ用オーディオ、一般家庭用オーディオ、携帯型オーディオ、ヘッドホン、ラップ
トップ、移動体電話を含む広範な様々な分野の用途向けに、超小型から超大型までの任意
の形式、サイズ、又は、周波数範囲のスピーカーに使用できることが期待される。好都合
な他のスピーカー分野としては以下を挙げることができる。自動車用途： 特定の又は制
限された空間に収まるように、剛性のある形状を作ることができ、コスト上の不利益なし
にカーオーディオの音質を向上させることができる。また、このデバイスは薄くすると同
時に音質を向上させて重量及びコストを低減することができる。航空機用途：これは、品
質及び軽量化において航空機音響システムを改善することになる。工業用及び公共空間：
低コストで大型高出力スピーカーの音質及び寿命を改善することができる。ラップトップ
、テレビ及び携帯型娯楽機器：高音質及び軽量な低コスト製造。船舶用途：海水による問
題を適切な材料の選定によって低減できる。火災報知器、盗難警報器、及び避難用スピー
カー：耐火性及びいたずら防止スピーカーを製造するために耐火及び耐熱材料を使用する
ことができる。
【００４５】
　当業者には他の変形例及び変更例が明らかであろう。このような変形例及び変更例は、
公知の等価物又は他の特徴部を含むことができ、これは本明細書で説明する特徴部の代わ
りに又はこの特徴部に加えて使用することができる。別個の実施形態の関連において説明
する特徴部は、単一の実施形態に組み合わせて提供することができる。逆に、単一の実施
形態の関連において説明する特徴部は、別々に又は任意の適当な部分的組み合わせで提供
することができる。
【００４６】
　このような変更例の１つは、前板４０、６４又は後板４２、６６の内面、すなわち層３
２、６２に対向する表面に関する。層３２、６２と接触する内面部分は、層３２、６２が
確実に圧縮状態にあるように剛性である必要がある。アパーチャ５２、５３、７８、７９
、又は、スロット５４、５５、５６、８０、８１、８２と位置合わせされる内面部分は、
それほど剛性である必要はないので、これらの部分は、隣接層３２、６２の形状に一致す
るように板厚の何分の一だけ機械加工により除去することができる。例えば、板４０、４
２、６４及び６６は、２０ｍｍ厚とすることができるが、これらの部分は、５又は１０ｍ
ｍの厚さまで機械加工することができる。これによって、スピーカー１０、６０の全重量
が低減される。
【００４７】
　スピーカー１０、６０は、フレーム内に取り付けられた、コイル等の電気アクチュエー
タを備えたボール紙製コーンなどの可動式スピーカー要素を備えた公知の形態とすること
ができるドライバ３５を組み込んでいる。フレームは、従来同様、略円錐形状のケージ状
開放フレームワークで形成されることになり、作動を妨げないように移動可能スピーカー
要素の後側に大きな開口を備える。本発明の代替的な態様では、音抑制ダクトは、ドライ
バのフレーム内に組み込むことができる。これは、スピーカー１０、６０などのハウジン
グ内へ音抑制ダクトを設けること代わりか又はこれに追加することができる。
【００４８】
　次に図８を参照すると、音響ドライバ９０は、軽量コーン１２を含み、コーン１２の大
きく開いた端部はこれに取り付けられた可撓性周縁フランジ１４によって円錐台形フレー
ム１６に装着される。コーン１２の狭い方の端部は、フレーム１６の狭い端部に支持され
るリングマグネット１８の磁場内でコイル（図示せず）を支持して、コイル内の交流電流
によって、コーン１２は、矢印Ａで示すように前後に動く。これらの特徴部は、フレーム
１６デザイン以外は従来通りである。
【００４９】
　従来の音響ドライバでは、円錐台形フレームは、複数の大きな開口を定めるケージのよ
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うな構造体であり、コーン１２は、両方向に自由に動くことができる。図８の音響ドライ
バ９０では、円錐台形フレーム１６は、連続した円錐台形表面であり、リングマグネット
１８の縁部の周りに等間隔で離間された４つの小さなアパーチャ２０だけを備え、各アパ
ーチャ２０は、音響ドライバ１０の直径の約１／２０である（図８には２つのアパーチャ
２０だけが示されるす）。
【００５０】
　これらのアパーチャ２０は、リングマグネット１８と同軸でこれを取り囲む、円錐台形
フレーム１６の後部に取り付けられた円筒形音抑制チャンバ２２と連通する。本実施例で
は、円筒形音抑制チャンバ２２は、３枚のバッフル板２５によって４つの連続した円筒形
チャンバ２４に再分割されると共に、中央出口開口２８を有する端板２６を備える。
【００５１】
　次に図９を参照すると、各バッフル板２５は、一方の端部の近くに円形アパーチャ３０
を定め（バッフル板２５の約１０％～２０％の直径）、次のバッフル板２５の開口３０は
、反対側にあり、これらは互いに対称位置にある（図９に破線で示す）。従って、コーン
１２の動きに起因して円筒形音抑制チャンバ２２を通過する何らかの空気は、繰り返し小
さな開口３０を通過した後に非常に大きな円筒形チャンバ２４に流入することになる。こ
れは、音波を抑制する効果を有する。本実施例では、出口アパーチャ２８は、端板２６の
中央部にあり各アパーチャ３０よりも大きい。変更例では、出口アパーチャ２８は、最後
の円筒形チャンバ２４に設けられるアパーチャ３０の反対側とすることができる。
【００５２】
　各円筒形チャンバ２４は、円筒形チャンバ２４の反対側から突出する２つの部分的な弓
形バッフル板９２（図８には示されいない）によって再分割され、弓形部分は、円筒形チ
ャンバ２４の壁部と同心であり、各弓形部分は一緒になって円筒形チャンバ２４内で同心
の円筒形空間９４を形成するようになっている。入口アパーチャ３０及び出口アパーチャ
３０（破線で示す）は、それぞれの部分的な弓形バッフル板９２によって円筒空間９４か
ら分離される。
【００５３】
　従って、使用時、入口アパーチャ３０から出口アパーチャ３０に流れる空気は、バッフ
ル板９２の弓形部分と円筒形チャンバ２４の同心壁部との間に定められた湾曲経路を通過
する必要があり、さらに円筒空間９４を通過する必要がある。入口アパーチャ３０から円
筒空間９４に流入する空気は、（図示のように）時計回りに流れる必要があるが、円筒空
間９４から出口アパーチャ３０に向かって流出する空気は、反時計方向に流れる必要があ
る。円筒空間９４内の空気流は、渦を形成する傾向があり、流入速度が高いほど、渦を形
成する傾向が大きいが、渦は流出を妨げる。従って、バッフル板９２は、音の伝達をさら
に抑制する。
【００５４】
　次に図１０を参照すると、円筒形チャンバ２４内の構成の変更例では、前述した円筒形
チャンバ２４の壁部と同心の部分と、壁部につながる大きな半径の湾曲部分９７とを有す
る、長さ全体にわたって湾曲した２つの弓形バッフル板９６とすることができる。
【００５５】
　次に図１１を参照すると、音響ドライバ９０の変更例である音響ドライバ１００を示し
、同じ特徴部は、同じ参照番号によって参照される。音響ドライバ１００は、軽量剛性コ
ーン１２を含み、コーン１２の大きく開いた端部はこれに取り付けられた可撓性周縁フラ
ンジ１４によって円錐台形フレーム１０４に装着される。コーン１２の狭い方の端部は、
フレーム１０２の狭い端部に支持されるリングマグネット１８の磁場内でコイル（図示せ
ず）を支持して、コイルの交流電流によって、コーン１２は、矢印Ａで示すように前後に
動く。前述したように、これらの特徴部は、フレーム１０２の構造以外は従来通りである
。
【００５６】
　図１１の音響ドライバ１００では、円錐台形フレーム１０２は、連続した円錐台形表面
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であり、反対側に２つの小さなアパーチャ１０４だけを備え、各アパーチャ１０４は、音
響ドライバ１００の直径の約１／２０である。これらのアパーチャ１０４は、円錐台形フ
レーム１０２の後部に取り付けられた２つの円筒形音抑制チャンバ１０５と連通する。各
円筒形音抑制チャンバ１０５は、連続したバッフル板１０６によっていくつかの連続した
円筒形チャンバに再分割されるような前述の円筒形音抑制チャンバ２２の構造と同様の構
造体を有し、中央出口アパーチャ１０８を有する端板１０７を有する。各バッフル板１０
６は、アパーチャ１０９を定め、アパーチャは、連続したバッフル板１０６で千鳥配置さ
れる。連続した各円筒形チャンバ内には、図９又は図１０に示すようなバッフル板９２又
は９６がある。この円筒形音抑制チャンバ１０５は、結果的に円筒形音抑制チャンバ２２
と実質的に同様に動作して、コーン１２の後部からの音の伝達を抑制する。
【００５７】
　次に図１２を参照すると、音響ドライバ９０の代替的な変更例である音響ドライバ１１
０を示し、同じ特徴部は、同じ参照番号によって参照される。音響ドライバ１１０は、軽
量剛性コーン１２を含み、コーン１２の大きく開いた端部はこれに取り付けられた可撓性
周縁フランジ１４によって円錐台形フレーム１１２に装着される。コーン１２の狭い方の
端部は、フレーム１１２の狭い端部に支持されるリングマグネット１８の磁場内でコイル
（図示せず）を支持して、コイルの交流電流によって、コーン１２は、矢印Ａで示すよう
に前後に動く。前述したように、これらの特徴部は、（フレーム１１２の構造以外は）従
来通りである。
【００５８】
　円錐台形フレーム１１２は、連続した円錐台形表面であり、片側に単一の小さなアパー
チャ１１４を備える。アパーチャ１１４は、音響ドライバ１１０の直径の１／１０～１／
２０である。音響ドライバ１１０は、（図示するように）後面の頂部に出口アパーチャ１
１６を含むハウジング１１５に取り付けられる。パイプ１１７は、アパーチャ１１４とハ
ウジング１１５内の音抑制チャンバ１１８との間を連通し、音抑制チャンバ１１８は、出
口アパーチャ１１６と連通する。音抑制チャンバ１１８の詳細な内部構造は、図示されて
いないが、音の伝達を抑制する渦チャンバを含み、例えば、弓形バッフル板９２又は９６
と組み合わせた、音抑制チャンバ２２及び１０５に関連して説明した複数のバッフル板を
含むことができ、前述したように渦流を引き起こすようになっている。
【００５９】
　従って、各例では、バッフル板９２又は９６を備えた、円筒形音抑制チャンバ２２又は
円筒形音抑制チャンバ１０５の作用は、音波が出口アパーチャ２８、１０８、又は１１６
を通って放出されるのを抑制することである。それにもかかわらず、コーン１２の後部と
周囲との間の空気流には制限がないので、コーン１２の動きは圧力変動によって妨げられ
ない。
【００６０】
　音響ドライバ９０、１００、１１０は、完全に密閉されたハウジングに取り付けられた
、又は従来のポートを有するハウジングに取り付けられた音響ドライバと比較すると、明
瞭かつ正確な音響を生成することが分かっている。これは、密閉ハウジングでは、コーン
１２の後側の空気が圧縮されてコーン１２の動きが妨げられるからであり、また、従来の
ポートでは、音がポートから放出されて音響ドライバの前側からの音と干渉する可能性が
あるからである。
【００６１】
　音響ドライバ９０、１００、１１０は、ハウジングが周囲と連通するポートを備える限
り、従来のスピーカーハウジング内に取り付けることができ、実際には、このようなハウ
ジングなしで使用することができる。また、音響ドライバ９０、１００は、ドライバ３５
の代わりに、前述のスピーカー１０及び６０などのハウジングに使用することができる。
この場合、コーン１２の後部からの音は、最初に音抑制チャンバ２２（又は１０５）によ
って抑制され、次に、スピーカー１０のアパーチャ５２、５３及び開口部５０によって定
められた渦チャンバ等の、ハウジングの外側に至るダクト内の渦チャンバによってさらに
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抑制される。
【００６２】
　音響ドライバ９０、１００、１１０は、従来の材料で構成することができる。例えば、
フレーム１６は、薄い鋳造アルミで構成することができるが、円筒形音抑制チャンバ２２
は、一緒に溶接された金属板で形成することができる。円筒形音抑制チャンバ２２の壁及
びバッフル板２５は、著しい振動を受けないように十分に剛性とする必要があることを理
解されたい。この制約に従って、肉厚は、円筒形音抑制チャンバ２２の外部形状は音の伝
達に影響を与えないので重要なパラメータではない。
【００６３】
　次に図１３を参照すると、代替例として、円筒形音抑制チャンバ２２（又は円筒形音抑
制チャンバ１０５）は、板１２０ａ、１２０ｂの積層体で作ることができ、板１２０ａは
、円筒形チャンバ２４を定めるために、位置合わせされた円形アパーチャ１２１を備え、
板１２０ｂは、アパーチャ３０を備え、バッフル板２５に相当する。各板１２０は、積層
された一体構造に共に固定されることになる。例えば、各板は、一緒に接着すること、又
はボルトを使用して一緒にクランプすることができる。
【００６４】
　この場合、円筒形チャンバ２４は、図５のバッフル板９６と同様の弓形バッフル板を有
する。従って、円筒形チャンバ２４の一部を定めるために円形アパーチャ１２１を備える
各板１２０ａは、突出ストリップ１２２と一体である。次に図１４を参照すると、円形ア
パーチャ１２１を定める板１２０ａの平面図が示されており、板１２０ａはまた、突出し
た湾曲ストリップ１２２を定め、各板１２０ａが一緒に積み重ねられた場合に、湾曲スト
リップ１２２は、前述したように弓形バッフル板９６を定める。本実施例では、板１２０
ａは、外部形状に関しては正方形であるが、外部形状は、代わりに円形等の異なる形状と
することができることを理解されたい。
【００６５】
　各板１２０は実質的に平坦であり、シート又は薄板と記述することができる。各板は、
任意の好都合な中実材料、例えば、金属、木、又は、中密度繊維板（ＭＤＦ）等の木系材
料、合板、又はプラスチック又は紙とすることができる。一実施例では、各板８０は、Ｍ
ＤＦ製である。別の実施例では、各板１２０は、プラスチック、例えば、アクリロニトリ
ルブタジエンスチレン樹脂スチレン（ＡＢＳ）、ポリアミド（ＰＡ）、又は、ポリエーテ
ルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）などのエンジニアリングプラスチック製である。
【００６６】
　板１２０は、該板１２０よりも剛性が高い前板と後板の間に積み重ねることができ、よ
り剛性の高い材料とすることができる。例えば、この板は、２０ｍｍ厚のアルミニウム板
とすることができる。また、板１２０及び前板及び後板は、ボルト用の位置合わせされた
孔を設けることができる。従って、円筒形音抑制チャンバ２２は、板１２０の積層体を前
板と後板との間に形成し、ボルトを挿入し、ナットを各ボルトに取り付けて、円筒形音抑
制チャンバ２２の積層壁が圧縮されるように全てのボルトを締め付けることによって組み
立てることができる。
【００６７】
　組み立て時、ボルトを締め付ける際に、側壁を軽く叩くと、結果的に得られたノイズの
音質は、鈍いノック音から甲高い音色に変わることになるので、適切な圧縮力が得られた
ことを明瞭に示す。所要の圧縮力の大きさは、板１２０の材料、（端板間の）構造体の深
さ（各端板の間の）、及び開口部１２１によって定さられる結果的に得られたキャビティ
の側壁の厚さに左右される。好適な圧縮力は、従来のボルト締め付けのみによって得られ
る圧縮力よりも非常に大きい。しかしながら、この関連においてこのような大きな圧縮力
を適用することは必須ではない。
【００６８】
　前述したように、音抑制渦チャンバを含むダクトは、スピーカー１０及び６０の場合と
同様に、積層構造のハウジング内に含めることができる。さらに、音抑制渦チャンバを含
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むダクトは、ドライバ９０、１００及び１１０の場合と同様に、スピーカーコーン１２を
支持するフレームに結合することができる。音抑制渦チャンバを含むダクトをスピーカー
に組み込むことができる多くの他の方法がある。例えば、ポートが設けられた従来の箱形
スピーカーハウジングの場合、円筒形音抑制チャンバ２２又は１０５は、ポート内に取り
付けることができ、いずれの空気流も消音チャンバ２２又は１０５を通過する必要がある
。前述したように、円筒形音抑制チャンバ２２又は１０５は、いくつかの渦チャンバを直
列に定める。実際には、このようなスピーカーハウジングに複数のポートを設けた場合、
各ポートに当該音抑制チャンバ２２又は１０５を設けることになる。
【００６９】
　次に図１５ａ～図１５ｃ参照すると、別の変形例では、スピーカー１３０は、壁の１又
はそれ以上に、各々が渦チャンバを含むポートを備えることができる。例えば、箱形ハウ
ジングは、少なくとも一緒に接合された２つの板から構成される壁部分を含むことができ
、渦チャンバは、各板の間に形成される。スピーカー１３０は、ＭＤＦ材料のシートで形
成された矩形ハウジングを含み、底壁132及び上壁133は、矩形エンクロージャを形成し、
前板134と後板（図示せず）との間に孔135に挿入されたボルトによってクランプされる。
前板134は、２つの円形アパーチャ136及び137を定め、音響デバイス（図示せず）を支持
するようになっている。
【００７０】
　底部コーナー部は、正方形断面の棒材１３８によって補強される。各側壁１３１の頂部
は、側壁１３１に接着され、ハウジングの頂部コーナー部まで延在する内板１４０を含む
。側壁１３１に対向する内板１４０の表面に形成された凹部１４１があり、略円形のキャ
ビティ１４２と２つの弓形溝１４３を定めるこの凹部１４１は、対称位置にキャビティ１
４２に結合され、両方の溝１４３は、図１５ｃに示すように概して反時計方向に延在する
。１つの溝１４３は、内板１４０の厚さを貫通するスロット形ポート１４４を通ってハウ
ジングの内側と連通する。他方の溝１４３は、側壁１３１を貫通するスロット形ポート１
４５を通って連通する。
【００７１】
　従って、スロット形ポート１４４、凹部１４１及びスロット形ポート１４５を通過する
空気流路が、ハウジングの両側でハウジングの内部と外部との間にあることを理解できる
はずである。各流路は、弓形溝１４３及び円形キャビティ１４２を含み、これらは全ての
空気流が空気の貫流を妨げる渦を生成するように配置される。従って、各々は音抑制ダク
トの機能果たす。従って、スピーカー１３０は、並列に動作する２つの音抑制ダクトを組
み込むことになる。
【００７２】
　次に図１６ａ～図１６ｃを参照すると、代替例では、スピーカーハウジング１５０は、
複数の音抑制渦チャンバを有することができる。スピーカーハウジング１５０は、一緒に
接合された２枚のシート、つまり内層シート１５２及び外層シート１５３から構成される
積層構造の壁１５１を含む。両シートは、例えば、ＭＤＦ製又は合板製又はプラスチック
製とすることができる。外層シート１５３は、図１６ｃに示すように、スロット形ポート
１５４のアレイを備える。内層シート１５２は、図１６ｂに示すように、ポート１５４と
位置合わせしないスロット形ポート１５５のアレイを備える。図１６ａに示すように、外
層シート１５３に対向する内層シート１５２の表面に形成された複数の凹部１５６が存在
する。各凹部１５６は、前述の凹部１４１の形状と類似の形状を有し、各凹部は対称位置
でキャビティ１５７に結合され、略円形キャビティ１５７及び２つの弓形溝１５８を定め
る。各凹部１５６に関して、一方の溝１５８の端部はポート１５５と連通するが、他方の
溝１５８の端部は外層シート１５３のポート１５４と連通する。
【００７３】
　従って、動作時、壁１５１全体に配列されたスロット形ポート１５４、凹部１５６、及
びスロット形ポート１５４を貫通する複数の空気流路が、ハウジングの内部と外部との間
に存在する。これらの空気流路の全ては並列である。このような流路の各々は、全ての空
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気流が空気の貫流を妨げる渦を生成するようになった弓形溝１５８及び円形キャビティ１
５７を含む。従って、このような流路の各々は、音抑制ダクトの機能を果たす。
【００７４】
　このような並列な音抑制ダクトのアレイは、ハウジング１５０の２つ以上の壁に設ける
ことができることを理解されたい。例えば。このような音抑制ダクトは、ハウジング１５
０の後壁及び両側の壁に設けることができる。壁１５１の音抑制ダクトは規則正しいアレ
イで記載されているが、音抑制ダクトは、代わりに任意の好都合な方法で配置できること
を理解されたい。
【００７５】
　記載されるように凹部１４１又は１５６は、内層シート１４０又は１５２の外面に形成
することができるが、代替的に外層シート１３１又は１５３の内面に形成できることを理
解されたい。もしくは、一致する各凹部を内層シート１４０又は１５２、及び外層シート
１３１又は１５３の両方の対向面に形成することができる。
【００７６】
　ハウジング１５０を利用するスピーカーは、従来のドライバを含むこと、代替的に音抑
制チャンバ２２又は１０５を含むドライバ９０又はドライバ１００を含むことができ、従
って、コーン１２の後部から到来する何らかの音は、音抑制チャンバ２２又は１０５だけ
でなく、凹部１５６によってもたらされる音抑制ダクトも通過する必要があることを理解
されたい。同様に、ドライバ９０又は１００は、ハウジング１３０内に取り付けること、
又はスピーカー１０又は６０内でドライバ３５の代わりに使用することができる。
【００７７】
　スピーカー１３０及びスピーカーハウジング１５０では、音抑制ダクトは、壁１３１又
は１５１を貫通して構造体の外側まで延びる。スピーカー１０では、音抑制ダクトは、構
造体の壁ポート４５と連通する開口部５０と連通する。音抑制ダクトは、出口ポート（例
えば後壁又は側壁に）を有する従来のスピーカーハウジング内に、この出口ポートと連通
する音抑制ダクトを配置することによって設けることができることを理解されたい。これ
は、例えば、スピーカーハウジング１３０と類似するが、壁を貫通する音抑制ダクトがな
く、代わりに少なくとも１つの出口ポートを例えば後壁又は側壁に有する箱形スピーカー
ハウジングに適用可能である。
【００７８】
　例えば、図１７ａ～図１７ｃを参照すると、音抑制モジュール１６０が示されている。
音抑制モジュール１６０は、円筒形状であり、環状板１６１及び円形の後板１６２（図１
７ｃを参照されたい）の積層体で作られており、本実施例では、板１６１及び１６２は、
外径１００ｍｍであり、環状板１６１は、直径５０ｍｍの中央円形アパーチャ１６３を備
える（図１７ｂを参照されたい）。円形後板１６２は、鋼製（例えば１ｍｍ～４ｍｍ厚）
とすることができ、環状板１６１は、エンジニアリングプラスチックなどの剛性の低い材
料とすることができる。一実施例では、これらは厚さ１０ｍｍで、熱可塑性材料であるポ
リオキシメチレン（例えば、Ｄｅｌｒｉｎ（商標））製である。各環状板１６１は、８つ
の音抑制ダクト１６４を定め、各ダクト１６４は、円形凹部１６４に正接するノッチ１６
６ａ及び１６６ｂによって板１６１の内縁及び外縁につながる円形凹部１６５によって定
められる。音抑制ダクト１６４、すなわち円形凹部１６５及びノッチ１６６ａ及び１６６
ｂは、同じ深さであり、環状板１６１の厚さ方向の途中まで延びるだけである。また、各
環状板１６１は、締付けボルト１６８（図１７ａを参照されたい）の８つの孔１６７（図
１７ｂを参照されたい）を定め、これらの孔１６８は、環状板１６１及び後板１６２を貫
通して真っ直ぐ延びる。
【００７９】
　音抑制モジュール１６０は、スピーカーハウジング（図示せず）の壁に固定され、ボル
ト１６８は、後板１６２及び環状板１６１を壁にクランプし、中央円形アパーチャ１６３
は、壁を貫通するポートと位置合わせされる。音抑制モジュール１６０は、通常、壁の内
側に固定されることになり、ハウジング内にあるので見えない。従って、モジュール１６
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０は、全て空気流に対して並列に配置された５６個の音抑制ダクト１６４を定める。ノッ
チ１６６ａ及び１６６ｂの向きは、何らかの空気流が生じた場合に渦が各円形凹部１６５
内に確実に形成されるようになっており、音抑制モジュール１６０は、音の伝搬を抑制す
る。
【００８０】
　音抑制ダクト１６４の数は、積み重ねられる環状板１６１の数を変更することで変える
ことができることを理解された。また、各環状板１６１は、異なる数の音抑制ダクト１６
４を定めることができることを理解されたい。さらに、板１６１及び１６２は、異なる直
径とすること又は実際には異なる外部又は内部形状とすることができる。別の変更例では
、音抑制ダクト１６４は、クランプされる各環状板上の各凹部を一致させることによって
定めることができる（隣接する各板上の凹部は、平面視で鏡像である）。
【００８１】
　音抑制モジュール１６０は、前述したように、スピーカーハウジングの壁に固定するこ
と、又はこの音抑制モジュール自体が音発生装置のハウジングを定めることができる。こ
れは、例えばハウジング自体を円筒形とすることができる場合に適切であろう。例えば、
図１８を参照すると、ヘッドホン１７０が示されており、対のヘッドホンを形成するため
に第２のヘッドホン（図示せず）に湾曲支持体１７１を介して接続される。ヘッドホン１
７０は、２つの環状板１７２の間でクランプされた薄型ドライバ（図示せず）を含み、こ
の環状板の各々は、実質的に同じ形状の音抑制ダクトを前述の音抑制ダクト１６４として
定め、ヘッドホン１７０の外部とノッチ１７３を介して連通する。また、ヘッドホン１７
０は、環状板１７２の中心穴の直径に一致する円形の中央凹部を定め、さらに隣接する環
状板１７２の凹部及びノッチ１７３に一致する鏡像凹部及びノッチ１７３を定める円形の
外板１７４を含む。例示的に、環状板１７２及び外板１７４はアルミニウム製とすること
ができ、ボルト（図示せず）によって連結することができる。
【００８２】
　従って、使用時、空気が複数の音抑制ダクトを通って流れるのでヘッドホン１７０の薄
型ドライバの後部及び前部の領域の圧力変動が抑制されるが、円形チャンバ及びノッチ１
７３は、何らかの空気流が渦を確実に生成するようにして音の伝搬を抑制する。
【００８３】
　当業者には他の変形例及び変更例が明らかであろう。このような変形例及び変更例は、
公知の等価物又は他の特徴部を含むことができ、これは本明細書で説明する特徴部の代わ
りに又はこの特徴部に加えて使用することができる。別個の実施形態の関連において説明
する特徴部は、単一の実施形態に組み合わせて提供することができる。逆に、単一の実施
形態の関連において説明する特徴部は、別々に又は任意の適当な部分的組み合わせで提供
することができる。
【００８４】
　用語「備える」は、他の要素又はステップを除外せず、用語「ａ」又は「ａｎ」は、複
数を除外せず、単一の特徴部は、請求項に記載された複数の特徴部の機能を実行すること
ができ、請求項の参照符号は、請求項の範囲を制限すると解釈しないものとすることに留
意されたい。図面は必ずしも縮尺通りではなく、代わりに、本発明の原理を示す際に誇張
されていることにも留意されたい。
【符号の説明】
【００８５】
９０　音響ドライバ
１４　可撓性縁部フランジ
１６　円錐台形フレーム
１２　軽量コーン
１８　リングマグネット
２０　アパーチャ
２２　円筒形音抑制チャンバ
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２４　円筒形チャンバ
２５　バッフル板
２６　端板
２８　中央出口開口
３０　円形アパーチャ
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